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≪試験・試験講習会≫（下水道排水設備工事責任技術者）のよくある質問 

 

 

Ｑ１．下水道排水設備工事責任技術者試験案内は、どこで配布していますか。 

  

Ａ１．令和 7（2025）年度の試験より受験申込みが電子申請となり試験案内は配布いたしませんので、

公益財団法人とちぎ建設技術センターのホームページの『令和７(2025)年度 栃木県下水道排水

設備工事責任技術者 試験案内』をご覧ください。 

 

 

Ｑ２．試験講習会のテキストの準備は、どうしたらいいのですか。 

 

Ａ２．「排水設備工事責任技術者講習用テキスト」を使用します。詳しくは公益財団法人とちぎ建設技

術センターのホームページの『令和７(2025)年度 栃木県下水道排水設備工事責任技術者 試験講

習会及び模擬試験案内』をご覧ください。 

 

 

Ｑ３．手数料の振り込みは、振込用紙に足利銀行とあるが他銀行では振り込めませんか。 

 

Ａ３．振り込むことはできます。 

他行から振り込むより、足利銀行からの振り込みを行う方が振込手数料は安く済みます。 

    但し、ゆうちょ銀行からの振込は、口座からのみ可能です。 

 

Ｑ４．手数料をネットバンクや ATMで振り込むことはできますか。 

 

Ａ４．できます。その場合は、入金を証明する書類を添付してください。 

①ネットバンクの場合 

振込口座・金額・振込指定日等が確認できる「振込完了、取引履歴の画面等」を印刷したもの。 

② ATMの場合 

ご利用明細票のコピー。 

会社からの振込の場合、申請者の氏名を記入してください。 

 

 

Ｑ５．講習会の申し込みは電子申請でなければいけないのか。 

 

Ａ５．電子申請での申込みが難しい場合は、当センターまでご連絡ください。申込書（紙）での方法を

ご案内いたします。 

    お問い合わせ：〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町 1030-2 別館１階 

（公財）とちぎ建設技術センター 企画調査部 企画研修課 

             TEL ０２８－６２６－３１８７ 
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Ｑ６．現在、仕事をしていません。申込書の勤務先欄はどうしたらいいですか。 

 

Ａ６．現在の勤務先を記入していただいているので、空欄で結構です。 

 

 

Ｑ７．申込書に貼る写真はカラーでないといけませんか。 

 

Ａ７．写真は技術者証にも使用しますので、申込書に書いてあるとおり提出日前３か月以内に撮影した

カラー写真を貼ってください。白黒写真を提出された場合、撮り直していただきます。 

 

 

Ｑ８．写真はスマートフォンなど自分で撮ったものでも大丈夫ですか。 

 

Ａ８．大丈夫です。ただし、背景やご本人様以外の顔が写らないようにしてください。 

不鮮明な写真を提出された場合、撮り直していただきます。 

 

 

Ｑ９．今日が申込み最終日ですが、何も準備していません。なんとか申込みできませんか。 

 

Ａ９．電子申請のサイトは、８月３１日の２３時５９分で閉鎖になります。 

それまでに申請手続きを行ってください。 

 申請に必要なもの 

① 顔写真を添付してください。（スマートフォンで電子申請する場合は、申請時に撮影することも可能

です。） 

② 住民票（申請前 3 か月以内に取得したもの）の画像データを添付してください。 

③ 手数料を振り込んでください。 

窓口が閉まった場合は ATM 又はネットバンクで結構です。その際は「ご利用明細票」の画像

データを添付してください。 

④ 卒業証明書等の画像データを添付してください。（※受験資格に応じて） 

 

 

Ｑ10．試験・試験講習会の申込みを忘れてしまいました。申込み期限を過ぎていますが、今からでも申

込むことはできますか。 

 

Ａ10．申込期限を過ぎての受付はいたしません。来年度の試験を受験してください。 

試験日程等が決定次第、当センターのホームページ上で告知いたします。 
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Ｑ11．試験（試験講習会）に申し込みましたが、受験票（受講票）はいつ届くのですか。 

 

Ａ11．試験日、試験講習会日の２週間前に送付します。 

受験票（受講票）の送付先は、ご本人様が申込の際登録した住所に送付いたします。 

 

 

Ｑ12．試験（試験講習会）に持っていくものはありますか。 

 

Ａ12．受験票（受講票）と筆記用具、卓上計算機（試験の場合、計算機能以外の機能が付いたものは 

不可）をお持ちください。 

 

 

Ｑ13．渋滞（事故）に巻き込まれて、まだ試験会場に着きません。どうすればいいですか。 

 

Ａ13．試験の場合、試験開始時刻から 30分以上遅れた方は受験できません。 

試験講習会の場合、いつでも受講できます。 


